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東京都立東大和療育センターの概要 

 

令和５年１０月１日 現在 

事     項 概           要 

施 設 規 模 

１ 敷地面積 

   ２７，０００㎡（センター専有面積） 

２ 建物面積（鉄筋コンクリート造、地上５階、地下１階） 

   １３，６６０㎡（延床面積） 

管 理 運 営 主 体 
「社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会」が、東京都から指

定管理者として指定を受けて管理運営にあたっている。 

沿     革 

１ 開設：平成４年８月１日 

２ 病棟開設：第１次開設 平成４年８月１日６４床 

       第２次開設 平成５年４月１日６４床 １２８床 

職 員 配 置 

定数２０４人 現員１９９人 （うち 育児休業３名） 

＜現員内訳＞ 医師１０、歯科医師３、医療技術員２２、 

看護師・准看護師１０１、保育士・指導員４６、 

歯科衛生士２、医療ソーシャルワーカー３、事務１２ 

（全員が「守る会」の固有職員） 

経     費 

１ 令和５年度予算額 ２７億９６１６万円 

２ 内訳 

   人件費：１６億５４３６万円（構成比 ５９.２％） 

   事業費：１１億４１８０万円（構成比 ４０.８％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

１ 当センターは、児童福祉法及び障害者総合支援法に基づき、医療と

生活指導を必要とする重症心身障害児（者）を対象とした長期入所を

実施している。また、在宅で療養している重症心身障害児（者）を支

援するため、短期入所事業および通所事業を行っている。 

  さらに、心身障害児（者）を対象として歯科診療を含めた外来診療

を実施し、地域の障害者医療の充実に努めるとともに、地域交流にも

重点を置いた事業運営にあたっている。 

２ 事業内容（１２８床） 

区分・規模 内        容 

長期入所 

  ９２床 

 都内に在住している重症心身障害児（者）〈原則とし

て１８歳以上〉を受け入れて，医療ケア、日常生活訓

練及び機能訓練を行う。 
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事 業 の 概 要（続き） 

短期入所 

  ２８床 

 在宅している重症心身障害児（者）で、家族の病気

やその他の事情により家庭で介護できないとき、短期

間受け入れて療育を行う。 

 

 

区分・規模 内        容 

医療入院 

   ８床 

 外来通院中の心身障害児（者）が入院し、医学的検

査や合併症の治療を行う。 

外来 

 １００人 

 

 

１ 発達障害を伴った心身障害児（者）を対象に 

一般の外来診療を行う。 

２ 診療科目 

 小児科、神経内科、内科、リハビリテーション 

 科、歯科、外科、整形外科、眼科、耳鼻いんこう科、

精神科 

通所事業 

日 ３０人 

 都内に在住している１８歳以上の重症心身障害児

（者）を対象に、通所バスによる送迎あるいは家族に

よる自主送迎により、医療ケア、日常生活訓練及び機

能訓練を行う。（通所バス５台） 

 

 

処遇における基本方針 

１ 「最も弱いものをひとりももれなく守る」という「守る会」の基本

理念に基づき、職員が一体となって医療、看護、訓練、生活指導等総

合的療育の質的向上を目指す。 

２ 生命の維持、日常の健康管理を目的として、最善の医療、看護を提

供する。 

３ 利用者一人ひとりの気持を尊重し、利用者の意思や希望を引き出

す等、人権擁護を基盤とした療育の展開に努める。 

４ 可能な限りあたたかい家庭の生活に近づけるよう日常生活の援助

に創意工夫をこらし、入所者のＱＯＬの向上を図る。 

 （週３回入浴の実施、適時適温給食、バイキング方式食事会、日帰り

旅行等） 

分園よつぎ療育園 

（葛飾区東四つ木） 

 当センターの分園として平成８年８月１日に開設し、外来診療及び

通所事業を実施している。当センターと連携をとりながら事業を展開

している。（規模：外来１５人、通所１日２５人） 
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東京都立東大和療育センター分園よつぎ療育園の概要 

令和５年１０月１日 現在 

事   項 概   要 

施 設 規 模 １ 敷地面積 

  １，２１０．１７㎡ 

２ 建物面積(鉄骨・鉄筋コンクリート造 1階) 

    ９０１．４８㎡ 

管 理 運 営 主 体  「全国重症心身障害児(者)を守る会」が、東京都から指定管理

者として指定を受けて管理運営に当たっている。 

開 設 年 月 日 平成８年８月１日 

職 員 配 置 21人(現員) 

<内訳>医師 2、看護師 5、保育士 4、指導員 3、医療相談員 1、 

理学療法士 1、作業療法士 1、言語聴覚士 1、 

事務 3 (全員が「守る会」の固有職員) 

経 費 １ 令和 5年度予算額 3億 45百万円 

２ 内訳 

  人件費: 1億 57百万円(構成比 45.5%) 

  事業費: 1億 88百万円(構成比 54.5%) 

事 業 の 概 要  当園は、東京都の心身障害児(者)対策における区東部地域の拠

点施設として開設され、周辺区部の在宅障害児(者)を対象とした

外来診療と重症心身障害児(者)の通所事業を実施している。 

区分・予算規模 内   容 

外来診療 

 １日 15人 

１ 心身障害児(者)を対象とし 

 た専門的な診療を行う。 

２ 診療科目 

  小児科、内科、整形外科、 

  リハビリテーション科 

通所事業 

 １日 25人 

・生活介護(成人) 20人 

・児童発達支援(幼児) 5人 

 区東部地域(葛飾・墨田・江戸

川)の在宅重症心身障害児(者) 

を対象として、通所バス送迎あ

るいはご家族による自主送迎に

より医療ケア、日常生活訓練、機

能訓練を行う。(通所バス 5台) 
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基 本 理 念  「最も弱いものをひとりももれなく守る」とする社会福祉法人全国

重症心身障害児(者)を守る会の基本原則を踏まえて、利用者の生命、

人権、人間としての尊厳を守り、生活の質の向上と社会参加を一層推

進する。 

運 営 理 念 １ 安全で安心できる質の高い療育(医療・看護・生活支援サービ 

 ス)を提供します。 

２ 利用者やご家族と十分に話し合い、納得と信頼をいただける療 

 育園であり続けます。 

３ 地域に根ざした施設として、利用者とご家族の生活を支援しま 

 す。 

４ 職員の能力向上に努め、各職種が協働し、活力ある職場を目指 

 します。 

５ 多様化する療育ニーズと社会の変化に的確に対応し、療育の発 

 展に貢献します。 
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令和５年度事業計画 

               東京都立東大和療育センター 

 当センターは、重症児の年長化に対応するとともに、短期入所など在宅の重症児

者への支援にも力点を置いた重症児者施設として、1992（平成４年）に開設されま

した。 

 開設当初から全国重症心身障害児（者）を守る会が東京都の委託を受けて管理運

営を行ってきましたが、平成 28 年度に、三回目の指定管理者として 10 年間の指

定を受けました。引き続き指定管理者として事業の充実に努めていきます。 

・ 重症心身障害児者の医療・療育の拠点として、引き続き収束しない新型コロ 

 ナウイルスをはじめとする感染症の予防対策に徹底して取り組み利用者の生 

 命・健康を守ります。 

・ 長期入所は、利用者の高齢化に伴い、人工呼吸器などの濃厚な医療や、骨折 

 等の事故予防対策の必要性が増大しており、今後ともその対応やＱＯＬの向 

 上を図っていきます。 

・ 短期入所は、医療ケアが必要な年少の重症児の利用者層の増加に対応すると 

 ともに、新規利用者の受け入れにも力を入れ、利用率の向上を目指します。 

・ 通所は、多摩地区の近隣の市町村から受け入れ、定員 30名で運営します。 

・ 外来は、患者の診察までの待ち日数の短縮を図るため、引き続き診療能力の 

 向上に努めていきます。 

・ 施設理念の実現に向け、より専門能力をもった人材とコスト意識を備えた経 

 営センスに富む人材の育成を目指します。 

・ 看護師を中心とした職員の確保・定着対策を進め、円滑な事業運営を図って 

 いきます。 

・ 都立施設における電子カルテ導入計画を踏まえ、一昨年導入したオーダリン 

 グシステムの円滑な運用と事務改善を図るとともに、電子カルテ導入に向け 

 た所要の準備を行います。 

・ 大規模改修後の施設設備及び備品について、保守点検を着実に実施するとと 

 もに、備品の計画的な更新及びコスト削減を実施し、効率的な施設運営を図り 

 ます。 

 

１ 運営方針 

（１）利用者ニーズや社会情勢の変化などを迅速に把握し、指定管理者制度を活 

  かした効率的、効果的な事業運営を進めます。 

（２）中期計画を着実に推進し、安全で安心できる、より質の高い療育サービ 

  スを提供します。 

（３）短期入所の利用率向上、通所のサービス向上などを通じて、在宅支援事 

  業の一層の充実強化を図ります。 
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（４）利用者家族などへの丁寧で分かりやすい説明と接遇の向上に努め、納得 

  と信頼の施設の実現を目指します。 

（５）職員の能力向上に向けた制度づくりを進め、高度かつ専門的な知識、技 

  術を身につけた人材を育成していきます。 

（６）関係法令、各種規則・マニュアルなどルールを遵守し、正確で迅速な情報 

  の共有化のもと、公平かつ公正に業務を遂行します。 

 

２ 事業内容 

(1) 入所・入院（医療型障害児入所事業・療養介護事業） 

 定床 128床 

①  長期入所は 92床で運営します。 

②  短期入所は 28床で運営します。 

③  医療入院は 8床で運営します。 

④  短期入所、医療入院は枠にこだわらず、日程調整により空床を利用して多

くの在宅者が利用できるよう、病床利用率の向上を図ります。 

(2) 外来診療（診療事業） 

  ① 事業規模は一日当たり 100名ですが、引き続き、厳重な感染予防対策 

   を実施するとともに受診の要望に可能な限り応えていきます。 

  ② 安全な歯科治療のため診療室及び手術室等の効率的な運用により、待 

   ち日数の短縮を図ります。 

  ③ 地域の医療機関との連携を促進し、心身障害児者の専門医療に対する 

   要望に十分応えられるよう努めてまいります。 

(3) 通所（生活介護事業） 

  ① 在籍者 32名、一日受け入れ人数 30名で運営します。 

  ② ご家族の負担を軽減するため、通所バスは 5台で送迎を実施します。 

(4) 在宅支援 

  医療ニーズの高い在宅障害児者の増加と、地域で共に暮らしながら障害児 

 者を支えているご家族の高齢化に配慮して、在宅支援施策のさらなる充実に 

 努めます。 

(5) 地域社会との連携 

  ① 市町村や特別支援学校などの健診や相談事業への協力を通じて、地域 

   医療の充実と向上に寄与します。 

  ② ボランティアの受け入れ等、地域への普及啓発活動を通じて、障害児者 

   を地域で支え合う基盤を築いていきます。 
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令和５年度事業計画 

東京都立東大和療育センター分園よつぎ療育園 

（はじめに） 

 当園は、区東部における重症心身障害児(者)在宅支援の拠点として、平成８年

８月１日、東京都により開設され、その運営を全国重症心身障害児(者)を守る会

が受託しておりましたが、平成１８年度からは東京都の指定管理者として園の管

理運営にあたっております。 

 「最も弱いものをひとりももれなく守る」とする会の基本理念を事業実施の方

針として、重症心身障害児(者)への通所事業と障害児(者)の外来診療を行い、こ

の地区に在住する障害児(者)の医療の充実と福祉の向上に努めてまいりました。 

 平成２８年４月より新たに１０年間の指定管理を受けました。今年度も、指定

管理者の申請時に提出した事業計画の着実な推進に向けて、職員一丸となって取

り組んでまいります。 

 もとより当園は医療ニードの高い利用者を対象にサービス提供を行っておりま

すが、昨今の利用者の医療ニードの変化に対応しつつ、安全安心のサービスを提

供していくにあたって、東京都の助言・指導のもと、本院である東大和療育セン

ターならびに近隣の東部療育センターと十分な連携を取りながら、業務の適正

化、効率化に努め、事業を推進してまいります。 

 

１ 通所事業 

（１）令和５年度の通所登録者は、成人部門２１名、幼児部門０名、合計２１（ 

  定員２５名）の予定であり、安全安心の療育サービスを提供してまいりま 

  す。 

   幼児部門は、令和４年度の利用者１名は卒園のため令和５年度の当初の利 

  用者は０名です。幼児部門では利用者ご本人の発達の促進に加え、親子通所 

  を通して発達の状況や療育の目標を保護者と確認してまいります。 

   成人部門でも、全登録者２１名のうち１１名が人工呼吸器を利用され、そ 

  のうち４名は通所中も人工呼吸器を必要としておられるため、通所の狭いス 

  ペース内での安全の確保も含め医療面での配慮を十分に行ってまいります。 

   また、新型コロナ感染症も沈静化しつつありますが、引き続き感染対策に 

  は万全を期し、予定された短期入所や欠席の日を有効活用する臨時通所のシ 

  ステム等を引き続き運用し、ご家族の利便性を重視した運営を行ってまいり 

  ます。 

   今後もアフターコロナを見据えた療育の在り方を模索していきます。 

（２）日中活動は勿論、すべての支援において、利用者の意思（反応）の尊重が 

  基本であり、その確認の努力を継続し、より適切な活動および支援を提供し 
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  てまいります。 

（３）通所利用者の医療ニードの増加に対応して看護体制の強化を図るととも 

  に、そのような状況でも利用者本位の質の高い活動が提供できるよう、リハ 

  ビリスタッフの関与を充実し、また、各職種間の連携を一層強化してまいり 

  ます。 

 

２ 外来診療 

（１）外来診療の診療圏は、東部３区（葛飾区、墨田区、江戸川区）と足立区、 

  荒川区の一部であり、これまで重症心身障害児（者）の専門施設として機能 

  し、昨年度の１日の外来患者数は予算規模の約１５名以内で推移し、重症児 

  （者）のリハビリテーション、補装具及び発達障害児への診療に実績を残し 

  てきております。 

    令和５年度も、この地域の外来需要に大きな変化はなく、引き続き現在の 

  外来規模を維持し、専門的な診断・治療とリハビリテーション等の医療サー 

  ビスを提供してまいります。 

   発達障害の診療においては、近隣の学校等の関連機関や医療機関等と効率 

  的な連携を図って、有限な医療資源を適正かつ有効に使えるよう努めてまい 

  ります。 

（２）今後も地域の訪問診療や訪問看護ステーションなどと情報交換を緊密に 

  し、また地区の保健所や特別支援学校、療育機関、病院との連携をさらに強 

  め、在宅重症心身障害児(者)の医療的ニードに応えてまいります。 

（３）緊急時の入院・入所等に対しても、地域の入院・入所可能な施設、医療機 

  関と情報交換を密にして、スムーズな対応が図れるよう努めてまいります。 

 

３ 在宅支援と地域との連携 

（１）医療相談室での相談、外来診療やリハビリテーション等を通じて、障害児 

  （者）とともに保護者・家族への相談や指導に努めてまいります。また医療 

  的ケアの指導等も引き続き行ってまいります。 

（２）各種健診事業、区の生活介護および児童発達支援施設への医師派遣、特別 

  支援学校等へ講師派遣や区療育システム委員会等の療育関連会議への出席な 

  ど、地域への貢献と連携を行ってまいります。 

（３）地域の行政施策にも関心を持ち、区の関連部署との情報交換を行うなど地 

  域の状況の変化を把握するよう努めてまいります。  

 

４ 職員の資質向上と医療事故防止等 

（１）職員の資質向上 

   専門的でより質の高い生活支援を目指して、職員の資質向上に努めてまい 

  ります。 
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   園内での研修と外部への派遣研修、学会参加を計画的に行うほか、本院と 

  の人事交流による多様な経験を通して、専門的知識や技術の獲得および人格 

  的成長を図ってまいります。 

（２）医療事故の防止、感染防止等 

   利用者の重度化と医療ニードの増加にあたって、医療事故を防止するた 

  め、引き続き委員会活動と職員の相互のチェック体制を強化してまいりま 

  す。 

   また、院内感染防止、人権擁護、虐待防止、個人情報保護、災害対策等に 

  も十分配慮をしてまいります。 

 

５ 医療機器・設備の整備 

  各種医療機器・設備の点検、整備ならびに適時の更新を行ってまいります。 

  また、園内ＬＡＮシステムに関しては、クラウドサーバーの安定運営を図る 

 とともに、情報漏洩防止としてのセキュリティー対策や通信障害時の対策を検 

 討してまいります。 

  令和３年度末より電子カルテシステムを導入し、災害等からの医療情報の保 

 全、手書きから入力による業務の効率化、医療情報の外来・通所の共有化等を 

 図り、利用者及び患者の QOL の向上並びに医療・療育の安全な遂行に寄与す 

 るものと考えております。今後は東京都と共同で療育システムの導入を検討し 

 てまいります。 

 

６ よつぎ療育園運営のあり方の検討 

    重症心身障害児(者)の通所事業を通じた在宅支援を当園の第一義の使命とし 

 て、法人本部、東大和療育センター、東京都、東部療育センターと協議・連携 

 しながら、地域で暮らす障害児（者）の要望に的確に応えていけるよう、変化 

 していく地域の状況を把握し、地域における当園の役割を常に点検し、より良 

 い運営のあり方を引き続き検討してまいります。 
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事 業 実 績 

(1)東大和療育センター 

 ①長期入所・短期入所・医療入院の利用実績 

事業規模：１２８床 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②通所実績 

事業規模：30人／日 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

長期入所 2,730 2,792 2,703 2,821 2,798 2,711 2,790 2,700 2,790 2,792 2,548 2,838 33,013 99.0% 33,331

短期入所 149 192 275 224 315 344 382 369 285 340 375 364 3,614 84.5% 4,278

医療入院 16 24 47 43 23 52 64 39 74 41 32 58 513 102.6% 500

計 2,895 3,008 3,025 3,088 3,136 3,107 3,236 3,108 3,149 3,173 2,955 3,260 37,140 97.5% 38,109

長期入所 91.0 90.1 90.1 91.0 90.3 90.4 90.0 90.0 90.0 90.1 91.0 91.5 90.4 99.0% 91.3

短期入所 5.0 6.2 9.2 7.2 10.2 11.5 12.3 12.3 9.2 11.0 13.4 11.7 9.9 84.5% 11.7

医療入院 0.5 0.8 1.6 1.4 0.7 1.7 2.1 1.3 2.4 1.3 1.1 1.9 1.4 102.6% 1.4

計 96.5 97.0 100.8 99.6 101.2 103.6 104.4 103.6 101.6 102.4 105.5 105.2 101.8 97.5% 104.4

75.4% 75.8% 78.8% 77.8% 79.0% 80.9% 81.6% 80.9% 79.4% 80.0% 82.4% 82.2% 79.5% 97.5% 81.6%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

長期入所 2,760 2,852 2,760 2,852 2,852 2,760 16,836 101.7% 16,555

短期入所 412 378 357 391 354 311 2,203 147.0% 1,499

医療入院 50 19 61 41 16 40 227 110.7% 205

計 3,222 3,249 3,178 3,284 3,222 3,111 19,266 105.5% 18,259

長期入所 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 101.7% 90.5

短期入所 13.7 12.2 11.9 12.6 11.4 10.4 12.0 147.0% 8.2

医療入院 1.7 0.6 2.0 1.3 0.5 1.3 1.2 110.7% 1.1

計 107.4 104.8 105.9 105.9 103.9 103.7 105.3 105.5% 99.8

83.9% 81.9% 82.8% 82.8% 81.2% 81.0% 82.2% 105.5% 77.9%

令和４年度
前年比

3年度
計

前年
同月比

前年度
同月累計

令和５年度

一
日
平
均

（事業規模比）

（事業規模比）

区　分

区分

延
べ
人
数

一
日
平
均

延
べ
人
数

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

登録者数 36 36 36 35 35 35 35 34 34 34 33 33 416 91.6% 454

延べ人数 138 198 259 108 165 249 276 263 266 240 247 278 2,687 105.1% 2,556

利用日数 20 19 22 20 22 20 20 20 20 19 19 22 243 100.4% 242

一日平均 6.9 10.4 11.8 5.4 7.5 12.5 13.8 13.2 13.3 12.6 13.0 12.6 11.1 104.7% 10.6

（事業規模比） 23.0% 34.7% 39.2% 18.0% 25.0% 41.5% 46.0% 43.8% 44.3% 42.1% 43.3% 42.1% 36.9% 104.7% 35.2%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

登録者数 33 32 32 32 32 32 193 90.6% 213

延べ人数 256 253 256 261 280 250 1556 139.3% 1,117

利用日数 20 20 22 20 22 20 124 100.8% 123

一日平均 12.8 12.7 11.6 13.1 12.7 12.5 12.5 138.2% 9.1

（事業規模比） 42.7% 42.2% 38.8% 43.5% 42.4% 41.7% 41.8% 138.2% 30.3%

前年度
同月累計

3年度
計

前年比区　分

区　分

令和４年度

令和５年度 前年
同月比
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 ③外来実績 

事業規模予算：100人／日 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

20 19 22 20 22 20 20 20 20 19 19 22 243 100.4% 242

新患 4 9 17 9 9 10 10 69 9 9 9 14 178 121.9% 146

再来 1,561 1,785 1,891 1,566 1,729 1,820 1,847 1,853 1,803 1,677 1,779 1,934 21,245 99.1% 21,440

計 1,565 1,794 1,908 1,575 1,738 1,830 1,857 1,922 1,812 1,686 1,788 1,948 21,423 99.2% 21,586

78.3 94.4 86.7 78.8 79.0 91.5 92.9 96.1 90.6 88.7 94.1 88.5 88.2 98.8% 89.2

78.3% 94.4% 86.7% 78.8% 79.0% 91.5% 92.9% 96.1% 90.6% 88.7% 94.1% 88.5% 88.2% 98.8% 89.2%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

20 20 22 20 22 20 124 100.8% 123

新患 22 18 16 8 5 6 75 129.3% 58

再来 1,762 1,757 1,899 1,911 1,802 1,732 10,863 104.9% 10,352

計 1,784 1,775 1,915 1,919 1,807 1,738 10,938 105.1% 10,410

89.2 88.8 87.0 96.0 82.1 86.9 88.2 104.2% 84.6

89.2% 88.8% 87.0% 96.0% 82.1% 86.9% 88.2% 104.2% 84.6%

診療日数

一日平均

一日平均

（事業規模比）

（事業規模比）

延
べ
人
数

区　分

区　分

前年比
3年度
計

前年
同月比

前年度
同月累計

診療日数

令和４年度

令和５年度

延
べ
人
数
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(2)よつぎ療育園 

 ①通所実績 

事業規模：25人／日 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊利用日数は成人活動日で表示（成人週 5日、幼児週 3日） ＊一日平均は成人幼児両通園日 

 ②外来実績 

事業規模：15人／日 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊診療実績・日数は土曜診療含む（隔週土曜午前）＊一日平均は平日実績で算出 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 19 19 241 86.4% 279

20 19 22 20 22 20 20 20 20 19 19 20 241 100.0% 241

成人(20人) 162 184 207 190 225 184 189 193 192 164 166 178 2,234 124.6% 1,793

幼児（5人） 2 4 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 13 10.8% 120

計 164 188 209 190 225 184 191 194 192 164 167 179 2,247 117.5% 1,913

8.2 9.9 9.5 9.5 10.2 9.2 9.6 9.7 9.6 8.6 8.8 9.0 9.3 117.5% 7.9

32.8% 39.6% 38.0% 38.0% 40.9% 36.8% 38.2% 38.8% 38.4% 34.5% 35.2% 35.8% 37.3% 117.5% 31.8%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

20 21 21 21 20 20 123 97.6% 126

20 20 22 20 22 20 124 100.8% 123

成人(20人) 191 205 226 192 200 157 1,171 101.6% 1,152

幼児（5人） 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 8

計 191 205 226 192 200 157 1,171 100.9% 1,160

9.6 10.3 10.3 9.6 9.1 7.9 9.4 100.1% 9.4

38.2% 41.0% 41.1% 38.4% 36.4% 31.4% 37.8% 100.1% 37.7%

令和４年度

令和５年度

前年比
3年度
計

前年
同月比

前年度
同月累計

一日平均

（事業規模比）

一日平均

（事業規模比）

区分

区分

登録者数

利用日数

延
べ
人
数

登録者数

利用日数

延
べ
人
数

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

22 21 24 22 24 22 22 22 22 21 21 24 267 100.4% 266

新患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 100.0% 1

再来 296 272 320 280 325 293 285 300 280 285 281 307 3,524 115.1% 3,062

計 296 272 320 280 325 293 285 300 280 285 282 307 3,525 115.1% 3,063

13.5 13.0 13.3 12.7 13.5 13.3 13.0 13.6 12.7 13.6 13.4 12.8 13.2 114.7% 11.5

89.7% 86.3% 88.9% 84.8% 90.3% 88.8% 86.4% 90.9% 84.8% 90.5% 89.5% 85.3% 88.0% 114.7% 76.8%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

22 22 24 22 24 21 135 100.0% 135

新患 0 1 1 1 0 1 4 - 0

再来 294 316 304 279 287 257 1,737 97.3% 1,786

計 294 317 305 280 287 258 1,741 97.5% 1,786

13.4 14.4 12.7 12.7 12.0 12.3 12.9 97.5% 13.2

89.1% 96.1% 84.7% 84.8% 79.7% 81.9% 86.0% 97.5% 88.2%

3年度
計

前年
同月比

前年度
同月累計

延
べ
人
数

延
べ
人
数

（事業規模比）

区分

区分

令和４年度

令和５年度

前年比

（事業規模比）

診療日数

一日平均

一日平均

診療日数
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(3)令和５年度長期入所者の概要 [東大和療育センター] 

 ①在所者 令和５年４月１日現在 ９２人 

 

 ②性 別 男性 58人：女性 34人 （63%：37%） 

 

 ③年齢分布（令和５年４月１日現在） 

 

年齢 

 

24 歳

以下 

25 ～

29 

30 ～

34 

35 ～

39 

40 ～

44 

45 ～

49 

50 ～

54 

55 ～

59 

60 ～

64 

65 歳

以上 

合 計

人数 

平 均 年

齢 

最 高

年齢 

男 性  1 1  2 8 20 9 5 12 58 54.8歳 72.04 

女 性 2  1 1  4 12 5 6 3 34 52.4歳 74.06 

合 計 2 1 2 1 2 12 32 14 11 15 92 53.9歳  

 

 ④主要病因・基礎疾患（令和５年４月１日現在） 

  (ⅰ)出生前の原因   (ⅱ)出生時・新生児期の原因   (ⅲ)周産期以後の原因 

原   因 人数  原   因 人数  原   因 人数 

胎内感染 2  低酸素症又は仮死 21  脳炎・髄膜炎 6 

アミノ酸代謝障害 1  分娩異常   脳外傷 1 

プリン代謝障害 1  低出生体重 7  その他の外因 5 

水頭症 2  高ビリルビン血症 2  血管障害 2 

変性疾患 3  感染症に起因する脳損傷 1  てんかん 4 

ダウン症候群 1  血管障害 2  その他 1 

染色体異常 3  その他不明 1    

その他不明 26       

小   計 39  小   計 34  小   計 19 

 

 ⑤長期入所者（92名）の大島分類からみた重症度（令和 5年 4月 1日現在） 

       （太字は該当人数） 

 21  22  23  24  25 

          

 20  13  14  15  16 

          

 19  12   7   8   9 

      １    

 18  11   6   3   4 

      ３  ３  

 17  10   5   2   1 

    ４  ２６  ５５  

［運動］  走れる     歩ける    歩行障害     座れる    寝たきり 

 

 

IQ［知能］ 

85 

（境界） 

70 

（軽度） 

50 

（中等度） 

35 

（重 度） 

20 

（最重度） 
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 ⑥長期入所者退所の概要（平成 4年度（開設）～令和 4年度） 

  (ｱ)平成 4年度～令和 3年度（30年間）及び令和 4年度の退所者の概要 

期間 
退所人数 性別 

入所平均期間 
退所時 

平均年齢 

退所理由 

(死亡) 備考（主な基礎疾患） 
男 女 

平成 4年度 

  ～令和 3年度 
33 名 17 16 12 年２か月 46.1歳 33 名  

 

再 

 

 

掲 

平成 4～13年度 

（10年間） 
12 名 4 8 2年 11か月 27.8歳 12 名 脳性麻痺 2 名、変性疾患 3 名、先天性疾患

6名、てんかん症候群 1名 

平成 14～23年度 

（10年間） 
3名 2 1 4年 3か月 43.3歳 3名 脳性麻痺 2名、髄膜炎後遺症 1 名 

平成 24～令和 3年度 

（10年間） 
18 名 11 7 19 年８か月 58.8歳 18 名 

脳性麻痺 6 名、変性疾患 1 名、先天性疾患

6名、後遺症 3名、その他 2名 

         

 令和 4 年度 3名 2 1 30年 5か月 64.7歳  3 名 脳性麻痺 2名、急性脳症後遺症 1名 

  

  (ｲ)平成 24年度～令和 3年度(直近 10年間)及び令和 4年度の退所者の概要（再掲） 

 性別 入所年月日 退所年月日 入所期間 退所年齢 退所理由（死亡理由） 備考（主な基礎疾患） 

 

1 男 H5.6.1 H25.1.9 19年 7か月 68 歳 死亡 （腎不全） 痙性四肢麻痺 

2 女 H15.4.16 H25.2.8 9年 10か月 32 歳 死亡 （心不全） 神経セロイドリポフスチン症 

3 男 H4.9.7 H25.12.6 21年 3か月 57 歳 死亡 （肺炎） アテトーシスＣＰ 

4 男 H19.1.5 H26.12.10 7年 11か月 57 歳 死亡 （くも膜下出血） 
脳性麻痺、知的障害、高度背柱

側弯症 

5 女 H5.6.22 H26.12.13 21年 6か月 71 歳 死亡 （脳腫瘍） 小頭症、脳性麻痺、知的障害 

6 女 H15.4.1 H27.3.30 12年 0か月 66 歳 死亡 （心不全） ダウン症候群、てんかん 

7 男 H5.6.3 H28.9.26 23年 4か月 66 歳 
（気管支拡張 

死亡  症、肺炎） 

頚骨髄損傷後遺症、四肢麻痺、

知的障害 

8 女 H27.3.16 H28.10.31 1年 8か月 53 歳 死亡 （肺炎、腎不全） 
滑脳症、知的障害、てんかん、脳

性麻痺 

9 男 H4.8.6 H29.7.8 24年 11か月 53 歳 死亡 （肺炎） 麻疹脳炎後遺症 

10 女 H5.11.30 H31.2.18 25年 3か月 72 歳 死亡 （腸閉塞） 脳性麻痺、知的障害、てんかん 

11 女 H4.8.13 R1.5.3 26年 9か月 69 歳 死亡 （肺癌） レット症候群 

12 男 H5.6.1 R1.10.26 26年 5か月 76 歳 
（急性循環不 

死亡  全） 
染色体異常症 

13 女 H4.9.28 R2.5.29 27年 8か月 61 歳 死亡 （腎不全） 脳性麻痺、知的障害 

14 男 H6.6.6 R2.9.14 26年 4か月 52 歳 死亡 （肺炎） 脊髄小脳変性症 

15 男 H8.12.12 R2.10.8 23年 10か月 72 歳 死亡 （脳出血） 急性脳症後遺症 

16 男 H25.3.13 R2.11.22 7年 8か月 36 歳 死亡 （大腸がん） 化膿性髄膜炎後遺症 

17 男 H13.2.1 R3.5.15 20年 3か月 45 歳 死亡（呼吸不全） 染色体異常症 

18 男 H5.7.5 R3.12.27 28年 6か月 53 歳 死亡（呼吸不全） 染色体異常症 

         

 

1 女 H5.4.2 R5.5.2 30年 1か月 69 歳 死亡(胆管癌) 急性脳症後遺症 

2 男 H5.6.3 R5.8.8 30年 2か月 49 歳 死亡(敗血症) 脳性麻痺 

3 男 H4.8.30 R5.9.17 31年 0か月 74 歳 死亡(腎不全) 脳性麻痺(遺伝子異常症) 
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 (4)コメディカルの状況【東大和療育センター】 

 ①リハビリテーション各療法実績 月平均件数              （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 ②薬剤業務実績                            （単位：件） 

 

 

 

 

 

 ③検査実績（検体検査・生理検査） 月平均件数             （単位：件） 

 

 

 

 

 

 ④放射線撮影実績 月平均診断患者数                  （単位：人） 

 

 

 

 

 ⑤栄養・調理 １日平均給食数（総数）                 （単位：件） 

 

 

 

 

 

 ⑥福祉相談 月平均相談数（総数）                    （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度
令和4年度比較

 Ｂ／Ａ

人 583.7 588.8 409.3 417.9 411.5 70.5%

単 1,001.0 1,001.8 666.8 712.4 705.3 70.5%

人 278.1 275.3 205.8 243.2 272.3 97.9%

単 505.1 504.1 337.3 410.9 460.4 91.2%

人 193.7 193.7 141.3 155.7 76.8 39.7%

単 357.4 355.0 235.3 285.3 101.2 28.3%

人 402.8 368.4 190.9 223.3 293.7 72.9%

令和3年度 令和4年度

Ａ Ｂ

31年度 令和2年度

  作業療法  

言語療法

心理療法

区     分
30年度

  理学療法  

 

平成30年度
令和4年度比較

 Ｂ／Ａ

140.3 148.6 156.8 147.9 84.6 60%

95.6% 95.9% 98.6% 97.8% 96.5% 101%

令和3年度

１日当り
調剤件数

院外処方箋
発行率

区     分
30年度

Ａ

令和4年度

Ｂ

31年度 令和2年度

 

平成30年度
令和4年度比較

 Ｂ／Ａ

3,765.7 3,713.4 3,194.4 3,910.9 4,067.3 108.0%

34.8 35.7 20.2 28.0 30.1 86.6%

区     分
30年度

Ａ

31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

Ｂ

検体検査

生理検査

 

平成30年度
令和4年度比較

 Ｂ／Ａ

147.8 143.5 93.1 130.7 130.6 88.3%

区     分

Ｘ線診断

30年度

Ａ

令和4年度

Ｂ

31年度 令和2年度 令和3年度

 

 

平成30年度
令和4年度比較

 Ｂ／Ａ

300.5 301.4 287.6 285.5 277.3 92.3%

16.1 14.5 7.1 5.8 7.1 43.8%

入所・入院

通所

令和4年度

Ａ Ｂ

区     分
30年度 31年度 令和2年度 令和3年度

 

平成30年度
令和4年度比較

 Ｂ／Ａ

854.2 854.1 901.1 990.0 904.7 105.9%

区     分
30年度

Ａ

令和4年度

Ｂ

福祉相談

31年度 令和2年度 令和3年度



－16－ 

 

過去５年間の入所・入院等の状況 

(1)東大和療育センター 

 

 ①入所・入院の状況（月平均利用者人数）                 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

②外来の状況                             （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

  

 

③通所の状況                             （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　分
平成30年度
と令和4年度
比較  Ｂ／Ａ

長期入所 91.9 91.2 90.5 91.3 90.4 98.4%

短期入所 19.1 19.7 12.4 11.7 9.9 51.8%

医療入院 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 100.0%

合計 112.4 112.1 104.2 104.4 101.8 90.6%

病床利用率 87.8% 87.6% 81.4% 81.6% 79.5% 90.6%

平成30年度
A

平成31年度 令和2年度 令和3年度
令和4年度

B

 

 

区　分
平成30年度
と令和4年度
比較  Ｂ／Ａ

医科新患数 142 118 113 146 178 125.4%

歯科新患数 37 21 27 16 21 56.8%

一日平均受診者数 112.6 107.7 85.1 95.8 95.9 85.2%

平成30年度
A

平成31年度  令和2年度 令和3年度
令和4年度

B

 

区　分
平成30年度
と令和4年度
比較  Ｂ／Ａ

登録者数 39 36 37 38 35 89.7%

１日平均 通所者数 21 19.5 10.8 10.6 11.1 52.9%

平成30年度
A

 平成31年度  令和2年度 令和3年度
令和4年度

B
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(2)よつぎ療育園 

 ①外来診療の状況                           （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 ②通所事業（成人、幼児）の状況                    （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　分
平成30年度
と令和4年度
比較  Ｂ／Ａ

新患数 132 111 8 1 1 0.8%

一日平均受診者数 31.4 27.7 16.4 12.7 14.5 46.2%

平成30年度
A

 平成31年度  令和2年度 令和3年度
令和4年度

B

 

区分
平成30年度
と令和4年度
比較  Ｂ／Ａ

登録者数 24 23 22 20 19 79.2%

１日平均通所者数 14.2 14.0 5.9 7.5 9.3 65.3%

登録者数 7 7 4 3 1 14.3%

１日平均通所者数 2.2 2.7 0.8 1.3 0.2 8.9%

令和3年度
令和4年度

B

成
人

幼
児

平成30年度
A

 平成31年度  令和2年度 
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新型コロナウイルス感染症の５類移行後の取り組み 

               東京都立東大和療育センター 

 

 感染症法では感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案して感染症を

１～５類に分類し、新型コロナ感染症の同法上の位置づけは、従前、「新型インフ

ルエンザ等感染症」（いわゆる２類相当）とされてきたが、令和５年５月８日から

「５類感染症」に、その位置づけが変更された。 

 当センターの５類移行後の取り組みについて報告する。 

 

【事業の継続・制限など】 

１ 短期入所 

 ・各病棟に短期専用部屋を設置。受け入れ制限をしながら継続している。 

２ 通所 

 ・ご希望の方は週３回へと拡大し、継続中。なお、入浴サービスについては毎日 

 実施しており、利用者１人の利用回数は週１回としている。 

３ 外来 

 ・電話再診も活用し、外来診療の人数制限等を行うことなく通常通り継続してい 

 る。 

４ リハビリテーション外来及び訓練 

 ・従前、一人のリハビリスタッフが入所利用者と外来・通所利用者とを同一週で 

 担当することがないよう制限してきたが、この制限を撤廃し、同一週に入所利用 

 者と外来・通所利用者とを担当できるようにした。なお、PPE交換などの感染対 

 策を引き続き徹底しながらサービスを継続している。 

５ 療育活動 

 ・院外活動としてバスハイクを再開した（従前はバスから降車しないドライブ形 

 式での外出のみ実施）。センター内行事の病棟間での交流を可にした。また、外 

 気浴を土曜日・日曜日に限りセンター敷地内のみで可としている。 

６ 面会 

 ・従前は不可としていた病棟内居室での直接面会について、１利用者に対する面 

 会者を 3人までに制限し、面会時間を 15分に制限して可とした。ビデオ面会も 

 継続中。 

【感染予防対策】 

１ 手指衛生、マスク、ゴーグル及びフェイスシールドの着用 

 ・業務によって手袋、エプロン着用しているほか、PPEの着脱訓練を実施してい 

 る。 

２ 職員出勤時 

 ・体温測定、手指の消毒、マスク交換を実施している。 
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３ 食事の分散 

 ・他の部署職員と交差しないよう食事場所を分散し、換気・黙食・清拭・距離を 

 とるなどしている。 

４ 職員更衣室 

 ・短時間の使用を励行し、会話を禁止している。 

５ 換気 

 ・１日に３回、館内放送を入れ実施している。 

６病棟体制 

 ・標準予防策を徹底している。 

７短期入所 

 ・各病棟に短期専用部屋を設置。受け入れ制限をしながら継続している。 

８通所 

 ・ご希望の方は週３回へと拡大し、継続中。なお、入浴サービスについては毎日 

 実施しており、利用者１人の利用回数は週１回としている。 

【職員が発熱等の症状を認めた場合の対応】 

１ 体調不良職員（非常勤、派遣、委託を含む）の勤務に係る基準(事故休暇の撤 

 廃)の明文化 

 ・37.0℃以上の発熱、呼吸器症状消化器症状などがある場合には、上司に報告し 

 て休んでもらい（年休）、病院受診を勧奨している。 

 ・新型コロナと診断された場合は 5日間休んでもらい、5日目に症状が続いた場 

 合には症状が軽快してから 24時間後に出勤可能としている。 

２ 同居家族が発熱などの症状を認めた場合 

 ・所属上司に報告し、職員本人に症状なければ、感染対策を徹底して出勤可能と 

 している。 

【SARS-CoV-2検査】 

１ 長期・短期利用者 

 ・体温 37.0℃以上または平熱より高い場合、PCR検査(NEAR法)を実施している。 

２ 職員（非常勤、派遣、委託を含む） 

 ・令和３年４月末より東京都集中的 PCR検査を全職員週１回実施している。 

【ワクチン接種】 

１ 職員(非常勤、派遣職員、委託職員含む) 

 ・ほぼ全員５回ワクチン接種済みであり、6回目は半数以上が接種済み。 

２ 長期利用者 

 ・ほぼ全員６回ワクチン接種済み。 

【陽性者の発生状況およびその時の対応】 

１ 2022年 6月～2023年 6月の間の感染者数 

 ・短期入所者 4名、長期入所者 3名、職員 67名 

 ・クラスターなし 
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２ 入所者発熱時の対応 

 ・個室に隔離して感染対策を実施し、PCR検査で陽性の場合は FULL PPE装着で 

 治療を開始している。陰性の場合、スタンダードプリコーション。 

３ 職員陽性の場合 

 ・2日前までに関わった利用者は要経過観察者とし、職員同士は濃厚接触者とし 

 ない。 

【利用者が感染した場合の措置】 

１ 長期利用者の場合 

 ・当該病棟にてゾーニングを行い、感染した利用者を個室に隔離して治療薬を投 

 与し、重症化した場合は指定医療機関に紹介している。 

 ・当該病棟の短期入所・医療入院などは基本的に事業継続している。 

 ・濃厚接触者に該当する利用者は、当該病棟にて経過観察している。 

 ・非濃厚接触者に該当する利用者も、当該病棟にて経過観察している。 

 ・複数病棟での陽性者発生やクラスターなどの場合は、事業継続について院内体 

 制(事業縮小を含む)を検討する。 

２ 利用者(外来・短期・通所)の場合 

 ・7日間は来院を控えていただく。 

【減収】 

１ 令和 3年度の収入 

 ・コロナ前の令和元年度と比較して約 1億円の減収。 

２ 令和 4年度の収入 

 ・令和元年度と比較して約 1億 3千万円の減収。 

【トップマネジメント】 

１ 利用者を感染から守ること・重症化予防を最優先に、ICTをフル回転させ、院 

 長が陣頭指揮を執っている。 

２ 利用者への感染防止のため、院内での感染対策・3密対策を厳守している。 

【その他】 

１ 実習の受け入れ 

 ・感染対策を徹底し、利用者に直接的に関わる実習を開始している。 

２ 見学者などの対応 

 ・就職などに関する見学者や学校の教員は、利用者との距離を取り、病棟内１５ 

 分程度、人数は１回に４人以下として、受け入れている。 
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新型コロナウイルス感染症の５類移行後の取り組み 

東京都立東大和療育センター分園よつぎ療育園 

 

 当園の５類移行後の取り組みについて報告する。 

 

【事業の継続・制限など】 

１ 通  所：2020年 4月から週 1回、2021年 4月から週 2回までとしていた利 

      用制限を 2022 年 5 月に解除している。入浴サービスは、毎日実施。 

      利用者１人につき週１回。 

２ 外  来：2022年 10月から新規患者の受付を再開。 

３ 療育活動：中止又は時間短縮で実施していた夜間療養を、時間延長療養という 

      形で再開。歌などの声を出す活動や園周辺の散歩を再開。 

【感染予防対策】 

１ 手指衛生、マスクを着用。 

 ・業務によって手袋、フェイスシールド、エプロンを着用。 

 ・PPEの着脱訓練を実施。 

２ 出勤時：体温測定、手指の消毒、マスク交換。 

３ 食 事：食事場所の分散、黙食及び清拭を実施。 

４ 更衣室：マスク無しでの会話を禁止。 

５ 換 気：１日に２回園内放送を入れ実施。 

６ 通 所：送迎バスは、窓を開けて換気を実施。 

【職員が発熱等の症状を認めた場合の対応】 

 体調不良職員（非常勤、派遣、委託を含む）の勤務に係る基準(事故休暇の撤廃) 

を明文化。37.0℃以上の発熱、呼吸器症状消化器症状などがある場合には、上司に 

報告して休んでもらう（年休）。 

 職員には、病院受診を勧奨。 

 新型コロナと診断された場合は、発症日を 0 日として①５日間かつ②症状軽快

後２４時間を経過出勤可能。 

 同居家族が発熱などの症状を認めた場合は、所属上司に報告し、職員本人に症状

なければ、感染対策を徹底して出勤可能。 

【ワクチン接種】 

１ 職      員：(非常勤、派遣職員、委託職員含む)ほぼ全員５回ワクチン 

          接種済み。6回目は半数以上が接種済み。 

２ 通所・外来利用者：希望者に 6回目実施済み。 

【陽性者の有無およびその時の対応】 

１ 2022年 6月～2023年 6月の間の感染者数 

 ・通所者２名、職員２名 
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 ・職員陽性の場合、2日前までに関わった利用者は、要経過観察者。職員同士は、 

 濃厚接触者としない。 

【利用者、利用者の家族が感染した場合】 

 利用者(外来・通所)が感染した場合、7日間は来院を控えていただく。 

【減収】 

１ 令和 3年度の収入 

 ・コロナ前の令和元年度と比較して約 3.6千万円の減収。 

２ 令和 4年度の収入 

 ・令和元年度と比較して約 3.1千万円の減収。 

【トップマネジメント】 

１ 利用者を感染から守ることを最優先に園長が園内での感染対策・3密対策を陣 

 頭指揮 

２ 定期的に感染症サーベイランス情報を職員に発信 

【その他】 

１ 実習の受け入れ制限は行っていない。 

２ 見学者などの対応としては、見学の目的等に応じて個別に制限していたもの 

 を解除している。 
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令和５年度東京都立東大和療育センター運営協議会議事録 

 

日時   令和５年１０月１２日（木）１３：３０～１４：５０ 

場所   東大和療育センター ２階大会議室 

委員出席 委員 13名うち 11名出席（うち委員代理１名） 

     福祉局障害者施策推進部 １名（委員代理出席） 

     本部役員等２名、センター職員 16名 

 

  ［進行：小林事務長］ 

１．委員の紹介［小林事務長］ 

・紹介および委員委嘱について。 

   委員 13名。うち 11名出席うち代理出席１名。 

・本年度は委員委嘱任期の更新年であり、委員全員の委嘱を実施。 

２．出席職員の紹介［小林事務長］ 

  ・本部常務理事１名、本部参与１名、センター職員 16名（幹部８名、部門責 

  任者６名、事務２名） 

３．開会のあいさつ［柳瀬院長］ 

４．座長選任 

  澁谷委員のご推薦により木実谷委員（島田療育センター名誉院長）を選出。 

  座長［木実谷委員］、座長挨拶 

  副座長［澁谷委員（府中療育センター院長）］ 

５．議事 

  ※次第、配布資料により説明 

 ⑴ 施設概要 

  ・東大和療育センターの概要［小林事務長］ 

  ・よつぎ療育園の概要［小林事務長］ 

⑵ 事業計画について 

  ・東大和療育センター［近藤事務次長］ 

  ・よつぎ療育園［近藤事務次長］ 

   Ｑ：［澁谷副座長］よつぎ療育園の令和５年度事業計画には「緊急時の入院 

   に対してスムーズな対応を図れるよう努める」旨の記載があるが、夜間・休 
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   日の対応については如何。 

   Ａ：［桐ケ谷次長］当園は入所施設がないので、平日の日勤帯で通所利用者 

   が発熱等により入院を要する場合、利用者かかりつけ医や救急連携先機関に 

   紹介している。 

   Ｑ：［澁谷副座長］東大和の令和５年度の事業計画では医療入院の規模は８ 

   床であるが、この病床の運用如何。 

   Ａ：［荒木副座長］患者の重症度にもよるが可能な限り入院を受け入れるよ 

   う対応しており、それでも対応が難しい場合のみ、近隣の専門医療機関、例 

   えば、多摩総合医療センター等に転院を依頼。 

   Ｑ：［澁谷副座長］８床が満床なら受け入れないのか。 

   Ａ：［荒木副院長］弾力的に運用しており、８床を超えても受け入れるよう 

   努力。 

   Ｑ：［下重委員］障害児者の多摩地区の歯科医療資源の問題点や連携の課題 

   があれば伺う。 

   Ａ：［元橋歯科医長］当センター医科を受診した患者を対象に歯科診療を実 

   施。コロナで歯科外来予約者数を絞ったので受診者が減っているが、その分、 

   近隣の歯科に協力いただいている状況。また、急いで麻酔治療をしなければ 

   ならない患者の受け入れも他の診療機関に依頼して受けてもらえている状 

   況。よって、受診は滞っておらず、初診患者も受け入れに支障なし。 

   Ｑ：［下重委員］歯科開業医で診られない患者が貴センターを受診している 

   ようだが、貴センターに通院できない人もいるのではないか。何か要望はあ 

   るか。 

   Ａ：［元橋歯科医長］患者の意向を尊重しつつ、地元の歯科医師会にも患者 

   の逆紹介を行い、引き受けてもらっている。 

   Ｑ：［下重委員］全身麻酔の歯科治療はコロナで中断したのか。 

   Ａ：［元橋歯科医長］中断していたが昨年 12月再開。同月は１例のみだった 

   が、現在、月６例の全身麻酔治療を実施中。徐々に増やすよう努力。 

   ［下重委員］全身麻酔での歯科治療に対応できない歯科医療機関が多いが、 

   貴センターの対応、努力は障害児・者診療において有益であり感謝する。 

   Ｑ：［根本委員］１日当たりの調剤件数の実績が５年間で６割に減った理由 

   如何。 
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   Ａ：［白石薬剤検査科長］オーダリングシステム導入で集計方法が令和３年 

   度途中から変更になった。 

   Ａ：［荒木副院長］定時処方について、従前は１週間単位で出していたのを 

   ４週間単位に変更した影響も有。 

   Ｑ：［根本委員］訪問薬剤管理で困っていることはあるか。 

   Ａ：［荒木副院長］訪問薬剤管理にトラブル無し。 

   Ｑ：［木実谷座長］近隣歯科医療機関との連携を図る取組について伺う。 

   Ａ：［元橋歯科医長］コロナの前は障害児者の歯科治療に携わる多摩地域の 

   歯科医師、歯科衛生士や保健所職員の有志の面々が、年３回、勉強会を開催 

   していた経緯があるが、現在は休止中。 

   ［木実谷座長］引き続き、有志の面々による取組を期待。 

 ⑶ 事業実績（令和４年４月～令和５年９月）について 

   ・東大和療育センター［荒木副院長］ 

   ・よつぎ療育園［荒木副院長］ 

   ・長期入所者の概要［荒木副院長］ 

 ⑷ 過去５年間の入所・入院等の状況について 

   ・東大和療育センター［江添診療部長］ 

 ⑸ 新型コロナウイルス感染症に対する取り組みについて 

  ・東大和療育センター［近藤事務次長］ 

  ・よつぎ療育園［近藤事務次長］ 

   ［長嶺委員］貴センターのきめ細かな取組でクラスター無しであり素晴らし 

   い。保健所として感謝。更衣室での私語禁止は対策の盲点で見逃されがち。 

   継続して取り組まれるよう願う。冬に向かってコロナ感染者が増えると見込 

   まれる一方、感染症の季節性がなくなってきていることもある。９月以降、 

   学校が再開して感染者が増え、同居家族への感染が生じるといったことも起 

   きている。引き続き、コロナ、インフルエンザ感染予防への協力も要請。 

   Ｑ：［中澤委員］東大和市社会福祉協議会では、個々の職員に抗原検査キッ 

   トを配付して発熱時に自主的に検査するよう勧奨しているが、貴センターで 

   の取組如何。 

   Ａ：［元橋歯科医長］週１回の東京都集中検査による唾液検査に加え、個々 

   の職員に抗原検査キットを配布し、仮にキットで陰性でもコロナ陰性を確定 
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   するものではないため、感染対策をして出勤するよう、個々の職員に指導し 

   ている。また、症状軽減後、24時間経過してから出勤してもらうこととし 

   ている。 

   Ｑ：［中澤委員］５日経過後に再びキットを用いて陰性かどうか確認させて 

   いるが、貴センターの対応如何。 

   Ａ：［元橋歯科医長］５日目に症状軽減なら検査無しで出勤可能としている。 

   Ａ：［柳瀬院長］（パンデミックが始まってから）今年８月までに合計およそ 

   80人の職員がコロナ陽性となったが、その半数は今年の４月以降の感染で 

   ある。さらに、そのうちの 20人は集中的検査で陽性となるなど無症状、軽 

   症状であった。標準的な感染対策を徹底した結果、職員から利用者にうつっ 

   たのは３例のみであり、全て単発であった。インフルエンザへの対応も含め、 

   標準的予防策を継続することが重要。 

   Ｑ：［佐々木委員］特別支援学校の児童・生徒のうち、医療的ケアを必要と 

   する子は約４割という現状。その背景には、多摩北部地域の医療機関が充実 

   していることが有。短期入所は家族の希望も多く、なるべく多く利用したい 

   という希望があるが、コロナ前後の変化如何。 

   Ａ：［江添診療部長］短期入所用のベッド数を徐々に増やしている現状。人 

   工呼吸器や吸引が必要な利用者もおられ、当センターとして安心・安全を期 

   して受け入れたいと考えているので、ご期待に沿えないこともあるかもしれ 

   ないが、可能な限り受け入れるよう努力中。 

   Ｑ：［澁谷副座長］４人～６人の病室での感染対策を伺う。 

   Ａ：［元橋歯科医長］病棟職員に利用者の体調を注視させることで早期の対 

   応に繋げている。 

   Ｑ：［澁谷副座長］病室の換気をどのように行っているのか。 

   Ａ：［元橋歯科医長］換気扇を用いたサーキュレーターのような装置を作り、 

   廊下から空気を取り込み病室の外に出ないよう陰圧室的な状況を作る工夫 

   をしている。 

   ［長嶺委員］クラスターを出したかどうかという結果だけではない。５類で 

   あり、クラスター排除に限界がある。継続してできる対策は何なのかを検討 

   してほしい。例えば、平時の利用者の症状と人数を知り、それを超えた状況 

   の把握が早期探知となる。そういったことを、職員らが気づくこと等、無理 
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   のない対策を実施継続してほしい。 

   ［木実谷座長］サステナブルではないが、コロナ感染対策はこの間、かな 

   り習慣化してきたし、レベルアップも図られてきた。無理のない対策の実施 

   に同感。親の会は貴センターのコロナ感染対策について要望等を述べている 

   か。 

   Ａ：［柳瀬院長］親の会からも強い要望がある。他の療育施設と比較しても、 

   当センターの感染対策はかなり厳しいとの意見有。感染対策を緩和する方向 

   で検討。 

   ［木実谷座長］重心学会でも感染対策を親だけに押し付けないでほしいとの 

   要望をいただき、学会として、面会者である親にだけ感染対策を押し付けな 

   いように、という提言を行い、非常に感謝された。この件は学会として丁寧 

   に対応できたものと受け止めている。やはり、持続可能な感染対策こそが重 

   要。 

 ⑹ 福祉サービス第三者評価について 

   ・東大和療育センター［近藤事務次長］ 

   ・よつぎ療育園［近藤事務次長］ 

 ⑺ その他 

   Ｑ：［下重委員］電子カルテについて、特に歯科は難しいと思われるが如何。 

   Ａ：［元橋歯科医長］現在、電子カルテを導入しておらず、オーダリングシ 

   ステムのみ稼働中。３、４年後に電子カルテ導入が具体化するが、電子カル 

   テ上で全身麻酔がうまく入力・処理できるのか等を検討中。 

   Ｑ：［下重委員］引き続き情報提供等よろしくお願いする。貴センターでの 

   ハラスメント対策を伺う。 

   Ａ：［近藤事務次長］正面玄関の入口を入ったところに目安箱を置いており、 

   職員等が自由に投書可能。投書内容には個別に対応し、その対応状況を弁護 

   士等の外部委員を含めた院内会議で報告し、意見をいただいている。投書の 

   件数は年に 10件もない。 

６．施設開設者のあいさつ ［東京都福祉局障害者施策推進部鈴木部長代理・早水 

  統括課長代理］ 

  開設者を代表致しまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  委員の皆様におかれましては、日頃から東大和療育センターの運営にご協力を 
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 いただき、厚くお礼申し上げます。 

  東京都では、令和３年度から令和５年度を対象期間とする、現行の「第５期東 

 京都障害福祉計画」及び「第１期東京都障害児福祉計画」について、来年度から 

 令和８年度までの三カ年を対象とする新たな計画策定に向けて取り組んでおり 

 ます。 

  皆さまも御存知のとおり、令和３年秋に医療的ケア児支援法が施行され、常時 

 医療的ケアを必要とする児童とその家族の生活を社会全体で支えることが求め 

 られています。東京都としても都内２か所に医療的ケア児支援センターを設置し、 

 相談事業を開始しております。入所児者への安全・安心な質の高いサービスとと 

 もに、障害が重くても、必要とするサービスを利用しながら地域で安心して暮ら 

 せるよう、超重症児や準超重症児、医療的ケア児の通所や短期入所の充実を目指 

 しております。 

  なかでも、東大和療育センターは、平成４年の開設以来、多摩地域で長期入所、 

 通所、ショートステイ、在宅援護等を担う多機能療育施設として運営しており、 

 今後も力を発揮していただけるものと大いに期待しております。 

  本日の運営協議会での貴重な御意見やアドバイスを活かして頂き、多摩地域の 

 障害児（者）を支える療育施設として、今後とも充実した施設運営を行っていた 

 だけるよう都としても支援してまいります。 

  最後になりますがセンターの運営に当たりまして守る会の皆様の御努力、地域 

 の方々をはじめ、関係者の皆様の温かい御支援と御協力に心より感謝申し上げま 

 す。 

  委員の皆様方におかれましては、引き続き東大和療育センターの運営に御支 

 援・御協力を賜りますようお願いいたしまして、挨拶とさせていただきます。本 

 日はありがとうございました。 

  閉会のあいさつ ［小林事務長］ 
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